
令和７年１０月６日 
 
 
 
 

定期監査結果に基づく措置について（公表） 
 
 

令和７年５月２８日付けで公表した令和６年度定期監査結果に基づき、  

大館市長、大館市病院事業管理者から措置を講じた旨通知があったので、次の

とおり公表します。 

 



【令和６年度定期監査に関する措置状況（令和７年１０月６日公表）】

措置内容
（所管課）

措置通知日

比内
総合支所

（指定管理業務について）

指定管理者の令和5年度実績評価が昨年に
引き続き実施（定期監査時点）されていなかっ
た。指定管理者申請要綱を踏まえ、年次報告
書等による実績評価を早期に適切に実施され
たい。

令和６年１２月２５日付けで、事業報告
書に基づき実績評価シートにより、管理運
営体制、経理の状況、協定に基づく事業
の実施状況等を確認。概ね問題の無いこ
とを確認した。

8月8日

長寿課

（備品の管理状況について）

指定管理施設への配置備品の一部につい
て、備品管理システムへの所在登録処理が行
われず、標識（シール）も付されていなかった。
指定管理者が管理する施設であっても市の備
品については財務規則に基づき適切に管理さ
れたい。（財務規則第264条）

標識（シール）については、令和6年度
中に貼付を終了しております。令和７年４
月には指定管理施設管理者立ち会いの
もと、改めて確認を行い、備品管理システ
ムへの所在登録も登録済みです。今後は
財務規則に基づいて、納品後は速やかに
対応し、適切な管理に努めます。

8月15日

（工事及び施設等修繕契約状況について）

工事請負契約で仲裁合意書が作成されて
いなかった。トラブル時のリスク回避のために
も、契約約款第60条及び第61条に規定する仲
裁合意書を相手方と取り交わし、契約書に添
付されたい。

チェックリストを新たに作成した。契約締
結の起案を行う際、当該チェックリストを添
付する運用に改め、適正に処理してい
る。

7月23日

（工事及び施設等修繕契約状況について）

複数事業者の見積合わせによる修繕の随意
契約で、契約締結伺に見積書の内訳が添付さ
れていないものがあった。当該見積書が適正
な価格であるか予定価格と比較検討し有利な
価格を提示した者と契約するため、適正な事
務処理をされたい。

チェックリストを新たに作成した。修繕や
工事の執行伺並びに契約締結の起案を
行う際、当該 チェックリストを添付する運
用に改め、適正に処理している。

7月23日

(補助金交付について）

前年度も指摘したが、補助金の交付決定後
の支出負担行為について、交付決定から数か
月経過後に事務処理しているものが散見され
た。財務規則第61条の規定に基づき遅滞なく
事務処理されたい。

遅滞ない事務処理を課員に徹底すると
ともに、チェック体制を新たに構築した。
以降、進捗管理を適正に行っている。

7月23日

所管課 留意指摘事項

商工課

市
長
事
務
部
局
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措置内容
（所管課）

措置通知日

市
長
事
務
部
局

  都市計画課
 （まちづくり課）

 ※まちづくり課
 は令和7年3月
 31日付廃止

（工事及び施設等修繕契約状況について）

工事請負契約で仲裁合意書が作成されて
いなかった。トラブル時のリスク回避のために
も、契約約款第60条及び第61条に規定する仲
裁合意書を相手方と取り交わし、契約書に添
付されたい。

※随意契約工事３件
工事請負契約で仲裁合意書が作成さ

れていなかったものについては、作成のう
え書類に添付しました。

今後は、添付漏れがないようチェックリ
ストを作成し、適正な事務処理に努めま
す。

9月24日

病
院
事
業

扇田病院

（公金の収納業務委託契約について）

医事業務における公金収納業務委託の「金
銭取扱業務に伴う重要事項確認書」で、金銭
取扱の際の各種帳票への検印は、承認された
者が登録印のみを使用することになっている
が、検印漏れや登録印以外の印を使用してい
る承認者の帳票が散見された。

重要事項確認書の内容について、医事係と
総務係で再確認のうえ、相手方に対し指導さ
れたい。

公金収納業務委託の受託者側の対応
として、金銭取扱を行う従事者の印鑑を受
託者が購入し、それを使用するように従事
者に周知徹底した。

また、事務局側の対応として、公金収納
業務の委託契約を担当する係（医事係）と
登録印が押印された書類を取り扱う職員
（総務係）が別係のため、委託業務担当
係から書類を取り扱う職員に登録印の情
報を提供し、書類を取り扱う職員のところ
で検印漏れや登録印以外の印を使用し
ていないか確認するようチェック体制を再
確認した。

9月19日

所管課 留意指摘事項
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